
➢ ［あなたの登録状況を登録してください］画面

既に保険医・保険薬剤師として登録している方が諸変更等の手続きをする場合は、
「資格管理団体（＝九州厚生局）へ登録している」を選択してください。

保険医・保険薬剤師の諸変更等の手続きにおける注意事項



➢ ［提出先を選択してください］画面

提出先は、現在登録を行っている九州厚生局各県事務所等を選択してください。

保険医・保険薬剤師の諸変更等の手続きにおける注意事項

＊登録を行っている県は、現在お持ちの
登録票で確認いただけます。

（例）登録票が「福医○○」の場合は、
福岡県を管轄する「九州厚生局
指導監査課」を選択。

＊管轄厚生局長変更の届出を行う場合は、
異動前に登録を行っている県を選択
してください。

異動前の登録地に届出をすることで、
異動先の地方厚生（支）局から新しい
登録票が郵送されます。
申請者自身が異動先の地方厚生（支）局に
別途届出をする必要はありません。
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